


＜選択肢＞
1) 実施する

3) 未定

＜選択肢＞

[ 実施する ]

 ②法令上の根拠

･番号法第19条第7号及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）
　第26、30、87の項（第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「児童手
当関係情報」が含まれる項）
（別表第二における情報照会の根拠）
　第74、75の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 剣淵町住民課

 ②所属長 課長　萩尾　純子

 ６．他の評価実施機関

 法令上の根拠
・番号法第9条第1項　別表第一の56の項
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令　第44条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無

＜選択肢＞
1) 500人以上 2) 500人未満

1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

2) 実施しない

 ③システムの名称
1．総合行政システム（児童手当）
2．団体内統合宛名システム
3．中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

児童手当台帳ファイル

 ３．個人番号の利用

 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 児童手当の支給に関する事務

 ②事務の概要

　児童手当法に基づき、家庭等における生活の安定に寄与するため、児童を養育している者に児童手当
又は特例給付の支給を行う。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」という。）
の規定に従い、特定個人情報ファイルを次の事務で取り扱う。
　①受給資格者からの認定請求の受理及び審査に関する事務
　②額改定の請求又は届出及び審査に関する事務
　③現況の届出の受理及び審査に関する事務
　④各種届出の受理及び審査に関する事務
　⑤未払いの児童手当の請求及び審査に関する事務

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 剣淵町（総務課財務広報グループ）上川郡剣淵町仲町37番1号　ＴＥＬ　0165-34-2121

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 剣淵町（総務課財務広報グループ）上川郡剣淵町仲町37番1号　ＴＥＬ　0165-34-2121

 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人未満（任意実施） ]

 いつ時点の計数か 平成30年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 しきい値判断結果

 いつ時点の計数か 平成30年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞
1) 発生あり 2) 発生なし
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